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２０２５年度（２０２６年３月３１日現在）貸借対照表 

                       （単位：百万円） 

科    目 金 額 科    目 金 額 

（ 資 産 の 部 ） 

現 金 及 び 預 貯 金 

  預 貯 金 

コ ー ル ロ ー ン 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

  外 国 証 券 

  そ の 他 の 証 券 

無 形 固 定 資 産 

  そ の他 の無 形固定 資 産 

代 理 店 貸 

再 保 険 貸 

そ の 他 資 産 

  未 収 金 

  前 払 費 用 

  未 収 収 益 

  預 託 金 

  そ の 他 の 資 産 

 

4,875 

4,875 

27,800 

54,354 

12,217 

2,623 

9,593 

0 

0 

6 

81 

958 

763 

69 

0 

115 
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（ 負 債 の 部 ） 

保 険 契 約 準 備 金  

  支 払 備 金 

  責 任 準 備 金 

  契 約 者 配 当 準 備 金 

代 理 店 借 

再 保 険 借 

そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 

未 払 金 

未 払 費 用 

預 り 金 

資 産 除 去 債 務 

仮 受 金 

退 職 給 付 引 当 金 

価 格 変 動 準 備 金 

    負債の部合計 

 

37,703 

1,592 

35,311 

798 

5 

135 

709 

5 

211 

418 

10 

64 

0 

81 

147 

38,783 

（ 純 資 産 の 部 ） 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

  資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 

  繰 越 利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 合 計 

 その他有価証券評価差額金 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純資産の部合計 

 

57,649 

57,649 

57,649 

△53,343 

△53,343 

△53,343 

61,956 

△ 445 

△ 445 

61,510 

 資産の部合計 100,293 負債及び純資産の部合計 100,293 
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 (貸借対照表の注記)  

2025 年度 

1. 会計方針に関する事項 

(1) 有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の

算定は移動平均法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第 21 号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価の

あるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）によっております。 なお、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

(2) 責任準備金対応債券（金銭の信託において信託財産として運用している責任準備金対応債券を含む）に係るリスク管理の概要は、次のと

おりであります。保険商品の特性に応じて小区分を設定し、金利リスクを適切に管理するために、小区分を踏まえた資産運用方針を策定

しております。また、責任準備金と責任準備金対応債券のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しておりま

す。なお、小区分は次のとおり設定しております。 

・円建年金負債契約群 

 

(3) 無形固定資産の減価償却の方法 

無形固定資産に計上している繰延資産については、利用可能期間に基づく定額法によっております。 

                                                                                                                    

(4) 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

 

(5) 引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしております。  

 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する

債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から

担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じ

た額を計上することとしております。 

 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査し

ており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。  

 

ただし、上記の手続きにおいて査定した結果、当社の債権について全額回収可能であると判断したため、貸倒引当金は、計上しておりま

せん。 

 

②退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準委員会）に基

づく小規模企業等における簡便法を採用し、当事業年度末における要支給額（人事制度変更によるものを含む）を計上しております。ま

た、組織改編及び人事制度変更等に伴う割増退職金も併せて計上しております。 

 

(6) 価格変動準備金の計上方法 

価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

  

(7) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、当年度末において固定資産に対して減損損失を計上したこと

に伴い、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等についても当年度に費用処理しております。なお、前年度よ

り繰り越した繰延消費税等についても、その全額を当年度に費用処理しております。また繰延消費税等以外のものについては、発生年度

に費用処理しております。 

 

(8) 責任準備金の会計処理 

期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法

第 116 条第 1 項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書（保険業法第 4 条第 2 項第 4 号）に記載された方法に従って計算し、責任

準備金を積み立てております。なお、保険業法施行規則第 71 条に基づき、再保険を付した部分に相当する責任準備金については積み立

てておりません。 

 

責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しています。 

① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成 8 年大蔵省告示第 48号） 

② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

また、保険業法施行規則第 69 条第 5 項の規定に基づき積み立てた責任準備金 2,589 百万円が含まれております。 

 

なお、責任準備金の一部については、保険業法第 121 条第 1 項及び保険業法施行規則第 80 条に基づき、毎決算期において責任準備金が

適正に積み立てられているかどうかを保険計理人が確認しております。 

 

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第 116 条及び保険業法施行規則第 69 条第 1 項第 3 号に基づき、保険契約に基づく将

来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。 
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(9) 既発生未報告支払備金 （まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をい

う。以下同じ。）については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合（以

下「みなし入院」という。）等に入院給付金等を支払う特別取扱を 2023年 5 月 8日以降終了したことにより、平成 10 年大蔵省告示第 234

号（以下「IBNR 告示」という。）第 1 条第 1 項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第 1

条第 1 項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。 

 

（計算方法の概要） 

IBNR 告示第 1条第 1項本則に掲げるすべての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る

額を除外した上で、IBNR 告示第 1条第 1 項本則と同様の方法により算出しております。 

 

2. 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

①  金融商品の状況及び時価等に関する事項   

保険業法第 118 条第 1 項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、資産運用に関する基本方針に基づいて行っておりま

す。この方針に基づき、具体的には、公社債及び公社債に投資する金銭の信託に投資しております。 

なお、主な金融商品として、有価証券は市場リスク及び信用リスクに晒されております。 

市場リスクの管理にあたっては、リスク管理基本方針に従い、許容されるリスクの範囲内で適切な資産配分を行っております。信用リスク

の管理にあたっては、リスク管理基本方針に従い、信用リスクが特定の企業・グループに集中することを防止するためリスク量を許容範囲

内にコントロールしております。 

 

主な金融資産及び金融負債に係る貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

   （単位：百万円）  

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

金銭の信託 

売買目的有価証券 

責任準備金対応債券 

その他有価証券 

54,354 

4,345 

11,250 

38,758 

53,580 

4,345 

10,476 

38,758 

△774 

－ 

△774 

－ 

有価証券 

売買目的有価証券 

その他有価証券 

12,217 

11,920 

296 

12,217 

11,920 

296 

－ 

－ 

－ 

資産計 66,571 65,797 △774 

なお、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品については、注記を省略しております。 

 

② 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3つのレベルに分類しております。 

レベル 1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル 2の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算

定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

ア.時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

   （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 

売買目的有価証券 

その他有価証券 

－ 

－ 

－ 

43,103 

4,345 

38,758 

－ 

－ 

－ 

43,103 

4,345 

38,758 

有価証券 

売買目的有価証券 

その他有価証券 

－ 

－ 

－ 

12,217 

11,920 

296 

－ 

－ 

－ 

12,217 

11,920 

296 

資産計 － 55,320 － 55,320 
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イ.時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

   （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 

責任準備金対応債券 

－ 

－ 

10,476 

10,476 

－ 

－ 

10,476 

10,476 

資産計 － 10,476 － 10,476 

 

ウ.時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

（i）有価証券(預貯金・買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10号)に基づく有価証券として取扱うもの及び

金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む) 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル 1 の時価に分類しております。公表された相場

価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2 の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投

資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価

とし、レベル 2 の時価に分類しております。相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技

法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回

り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いて

いる場合には、レベル 3 の時価に分類しております。 

 

3. 保険業法第 118条に規定する特別勘定資産の額は 17,169 百万円であります。なお、負債の額も同額であります。 

 

4. 関係会社に対する金銭債権の総額は 8 百万円であります。 

 

5. 繰延税金資産の総額は 9,296 百万円であります。 

繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は 9,296 百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、繰越欠損金  6,539 百万円、保険契約準備金 1,790 百万円、減価償却超過額 586 百万円、その

他有価証券評価差額金 128 百万円、未払費用（未確定債務）81 百万円であります。繰延税金資産から評価性引当額として控除された額の

うち、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額は 6,539 百万円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額は 2,757 百万円でありま

す。 

 

税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は次のとおりです。 

                     （単位：百万円）  

 

 
1 年内 

1 年超 

5 年以内 
5 年超 合計 

税務上の繰越欠損金（※1） 35 1,039  5,464  6,539 

評価性引当額 △35  △1,039  △ 5,464 △ 6,539  

繰延税金資産 - - - - 

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

6. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当 期 首 現 在 高  1 , 1 5 6百 万 円  

当 期 契 約 者 配 当 金 支 払 額  1 , 1 3 2百 万 円  

利 息 に よ る 増 加 等     － 百 万 円  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額  7 7 4百 万 円  

当 期 末 現 在 高  7 9 8百 万 円  

 

7. 担保に供されている資産の額 

該当ありません。 

 

8. 保険業法施行規則第 73 条第 3 項において準用する同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再

支払備金」という。）の金額は 34百万円であり、同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再

責任準備金」という。）の金額は 1,756 百万円であります。 

 

9. １株当たりの純資産額は 71,275円 62銭であります。 

 

10. 退職給付に関する事項は次のとおりです。 

（1）採用している退職給付制度の概要 

当社は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けております。 

なお、当社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。 

当社は、2021年 7 月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。 
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（2）退職一時金制度 

退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

退 職 給 付 引 当 金 の 期 首 残 高  1 0 3百 万 円  
退 職 給 付 の 支 払 額  △ 2 2百 万 円  
退 職 給 付 引 当 金 の 期 末 残 高   8 1百 万 円  

 

（3）確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、38百万円であります。 

 

11. 金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。  
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２０２５年  ４月  １日から 

 ２０２５年度                      損益計算書 

２０２６年  ３月 ３１日まで 

                        （単位：百万円） 

科         目 金    額 
経  常  収  益 
  保 険 料 等 収 入 
    保 険 料 

再 保 険 収 入 
  資 産 運 用 収 益 
    利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

預 貯 金 利 息 
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 
貸 付 金 利 息 
そ の 他 利 息 配 当 金 

金 銭 の 信 託 運 用 益 
為 替 差 益 
特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

  そ の 他 経 常 収 益 
    年 金 特 約 取 扱 受 入 金 
    責 任 準 備 金 戻 入 額 

そ の 他 の 経 常 収 益 

12,007 
7,937 
7,113 
823 

1,946 
121 

3 
23 
0 

94 
276 

6 
1,541 
2,123 
106 

1,815 
201 

経  常  費  用 
  保 険 金 等 支 払 金 
    保 険 金 
    年 金 
    給 付 金 
    解 約 返 戻 金 
    そ の 他 返 戻 金 
    再 保 険 料 
  責 任 準 備 金 等 繰 入 額 
    支 払 備 金 繰 入 額   
  資 産 運 用 費 用 
    支 払 利 息 

そ の 他 運 用 費 用 
  事 業 費 
  そ の 他 経 常 費 用 
    保 険 金 据 置 支 払 金 
    税 金 
    減 価 償 却 費 
    そ の 他 の 経 常 費 用 

17,902 
12,620 
5,101 
3,580 
1,531 
201 

1 
2,204 
545 
545 
23 
0 

22 
4,076 
637 
101 
535 

0 
0 

経 常 損 失           △ 5,895 

特  別  損  失 
  減 損 損 失 
  価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 

444 
433 

    10 
  契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 
  税 引 前 当 期 純 損 失 
  法 人 税 及 び 住 民 税 
  法 人 税 等 合 計 
  当 期 純 損 失 

774 
△ 7,113 
   5 

5 
△ 7,118 
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(損益計算書の注記） 

2025 年度 

1. 保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。 

(1)保険料等収入（再保険収入を除く） 

保険料のうち初回保険料は、原則として収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上してお

ります。 

また、2 回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上しております。  

 

(2)保険金等支払金（再保険料を除く） 

保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、

当該金額により計上しております。 

なお、保険業法第 117 条及び保険業法施行規則第 72 条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、又は、まだ支払事由の報告

を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支

払備金を積み立てております。 

 

(3)再保険収入及び再保険料 

保険料等収入のうち、再保険収入は、主として再保険金であり、再保険契約に基づき受取事由が発生したものについて、再保険契約に基

づき算出した金額を計上しております。また、保険金等支払金のうち、再保険料は再保険契約に基づき支払義務が発生したものについて、

再保険契約に基づき算出した金額を計上しております。 

なお、新契約の一部（以下、出再契約）を対象として修正共同保険式再保険を行っておりましたが、当事業年度において個人保険の販売

停止に伴い解約しております。解約により、未償却出再手数料(受再保険会社から収受した手数料のうち、当該再保険契約により再保険に

付した部分に係る将来の収益又は利益から受再保険会社に支払うものをいう)の取崩し額及び解約手数料として再保険料 1,346百万円を計

上しております。 

 

2. 関係会社との取引による費用の総額は 55 百万円であります。 

 

3. 支払備金繰入額の計算上、足し上げられた出再支払備金戻入額の金額は 24 百万円、責任準備金戻入額の計算上、足し上げられた出再責任

準備金繰入額の金額は 16百万円であります。 

 

4. １株当たり当期純損失は 10,087円 82銭であります。 

 

5.  再保険収入には、契約の諸条件に照らして、以下の①②に該当する一定の再保険契約(保険業法施行規則第 71 条第 3 項に規定する再保険

に係るものを除く)に係る未償却出再手数料の増加額 502 百万円が含まれております。 

① 未償却出再手数料及びこれに附帯して支弁する費用その他これに準ずるものを受再保険会社に将来支払うことを約するものであるこ

と。 

② 保険契約に係るリスクのうち、当該再保険に付された部分に係るリスクの一部を移転するものであること。 

 

6. 再保険料には、前項に掲げる一定の再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額 1,277 百万円が含まれております。 

 

7. 固定資産の減損損失に関する事項 

当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次の通りであります。 

(1) 資産をグルーピングした方法 

保険事業等の用に供している固定資産については、保険事業全体で 1 つの資産グループとしております。 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯  

保険事業等の用に供しているグループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 

(3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

（単位：百万円） 

用途 種類 場所 減損損失 

 

保険事業等の用に供している資産 

 

自社利用のソフトウェア 

 

東京都 

文京区 

 

433 

 

(4) 回収可能価額の算定方法  

回収可能価額は使用価値を適用しております。 なお、使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスで算定されるため零として評

価しております。 

 

8. 関連当事者との取引は以下のとおりであります。 

種類 
会社等の 

名称 

議決権の数の 

被所有割合 

（％） 

取引の 

内容 

取引金額 

（百万円） 

主要株主 

（法人） 

（注 1） 

イオンフィナンシャル

サービス株式会社 

直接 

14.9 

（注１） 

新株発行 

（注２） 
66,000 

主要株主の 

子会社 

株式会社 

イオン銀行 
－ 

団体信用生命保険 

保険料の受取 
1,430 
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（注１） 
保険金等の支払 841 

契約者配当金の支払 

（注１、３） 
879 

（注1） 2025 年 7 月 1 日付で、イオンフィナンシャルサービス株式会社が保有する当社株式の一部（議決権割合 85.1％）を明治安田生命相

互保険会社へ譲渡し、同社は主要株主となりました。そのため、同社の子会社である株式会社イオン銀行との取引は 6 月末日までの

取引の記載となっております。 

（注2） 当社の行った増資を、1株につき 100,000 円で引き受けたものであります。 

（注3） 取引条件は市場を勘案して合理的に決定しております。 

 

 

9. 金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。 

 

 


